
【課税限度額、子ども・子育て支援金分に係る市の裁量等に関する補足説明】

・課税限度額

‘全国一律基準

.裁量は政令(法律を具体的に実施・執行するため内閣が制定する。ここでは地

方税法施行令)で決める内容を下回る部分にのみ認められるが、下回ると国が削

減を求めている法定外繰入が発生するという構造上の矛盾発生

-政令連動により歳入ロス回避可能(年間200〇万～300〇万)

.あらかじめ議会の承認、を得ることで民主的コントロールを及ぼすことができる

・子ども.子育て支援金分

・後期支援分(医療という観点から牽連性(法律用語：けんれんせい：直接的・

機能的に結びついている状態)あり)介護保険分(介護は医療と密接な関係にあ

り緩やかな牽連性あり)と比べると、納付金の使途と医療保険者の本来の事業の

使途との間に、牽連性がほとんど見い出せず制度的には特殊。

.実態としては医療保険徵収ルートをとることで、効率的.安定的.確実的に必

要な費用を徵収することができるとともに、徹底的な歳出改革(実態としてはま

だ途上にある)を行うことで、実質的に国民負担率(国民所得に占める税金と社

会保険料の合ョ+割合)を増加させることなく事業に必要な費用を徵収できると見

込んだものと読み取れる。

・制度の創立趣旨と拠出金の使用目的から都標準保険料率以外の選択肢なし。

.行政の税率算定における恣意性排除とホ明の明確化が必要。
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.国保制度は量出制入構造(財政用語：りようしゆつせいにゆう：支出を先に決

めてそれに合わせて歳入を決める)が強まっている



。、ハみモタガサシfメいユサなふとガェホば寒ゴg⑦フ、ねこ)0マを存ミ袖ガを

纖錬瞳棄ねか態墓画扮渡二)段ぜ■⑦墓由碧宗。白Tビサ⑦單ホ造ほ:白顔整碑.

。フフら9を呈裾暴童1商⑩・墓ボガ誉虫flなお二)号暫をス々重ま夕

職画ふ錮尊塞、1サェ每を奪斑⑦妾撃を逮童ゆ達ダガボ藝ひキ藝来本：ぢ⑩ボ章・

苦購藍ぱ⑦(箋)量由暴恥⑦士 ・

。をぜェ面譲9よモギこ1廣酌ひサ呈1喜麓ェコマ鶴美〉をね工筆班書嘉⑦政ふと.

。を

ぜガ達ダをふみヨ翁をマフ〉、m■悪こ)&g塞降じガぼ基基を葡佛、ス々をふつ掛

雄を悠承奈髪q基園をま置工旧寒\q摩受ぶ廣黑、Wわなル喜籍⑦虫ゴら6葛牽.


